
昭
和
五
十
三
年
三
月
十
四
日
受
領 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
質
問
の 

一
八
） 

答

弁

第

一

八

号 

   

衆
議
院
議
員
春
日
一
幸
君
提
出
東
大
医
学
部
附
属
病
院
精
神
神
経
科
の
正
常
化
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別

紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
八
四
第
一
八
号 

昭
和
五
十
三
年
三
月
十
四
日 

衆

議

院

議

長 
保 

 

利 
 
 

茂 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

福 

田 

赳 

夫 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
春
日
一
幸
君
提
出
東
大
医
学
部
附
属
病
院
精
神
神
経
科
の
正
常
化
に
関
す
る
再
質
問 

に
対
す
る
答
弁
書 

一
、
二
及
び
四
に
つ
い
て 

東
京
大
学
医
学
部
講
師
を
含
む
精
医
連
と
称
す
る
集
団
が
、
い
わ
ゆ
る
自
主
管
理
と
称
し
て
精
神
神
経
科
病

棟
を
占
拠
す
る
等
長
期
に
わ
た
り
不
正
常
な
事
態
を
継
続
し
て
い
る
こ
と
は
、
到
底
容
認
で
き
な
い
と
こ
ろ
で

あ
り
、
誠
に
遺
憾
で
あ
る
。 

三
に
つ
い
て 

大
学
当
局
は
、
従
来
か
ら
精
神
神
経
科
病
棟
の
状
況
を
真
に
正
常
化
す
る
た
め
に
は
、
病
棟
を
占
拠
し
て
い

る
精
医
連
側
を
説
得
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
の
下
に
、
そ
の
た
め
の
努
力
を
重
ね
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。 



五
に
つ
い
て 

六
に
つ
い
て 

東
京
大
学
の
医
師
以
外
の
者
に
よ
る
精
神
神
経
科
の
入
院
患
者
の
診
療
は
、
病
院
当
局
が
事
実
上
こ
の
こ
と

を
容
認
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
状
態
は
、
附
属
病
院
の
在
り
方
と
し
て
正
常
な
も
の
と
は
い
え 

こ
れ
ら
の
職
員
の
う
ち
講
師
に
つ
い
て
は
、
教
育
公
務
員
特
例
法
が
適
用
さ
れ
、
そ
の
採
用
及
び
昇
任
に
つ

い
て
は
、
医
学
部
教
授
会
の
選
考
に
基
づ
き
学
長
が
こ
れ
を
行
い
、
免
職
、
降
任
及
び
懲
戒
に
つ
い
て
は
、
評

議
会
の
審
査
の
結
果
に
基
づ
き
学
長
が
こ
れ
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。 

現
在
、
全
学
的
な
支
援
体
制
の
下
に
更
に
説
得
の
努
力
を
続
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
成
果
も
芽
生

え
つ
つ
あ
る
の
で
、
し
ば
ら
く
そ
の
様
子
を
見
守
る
こ
と
と
し
た
い
。 

精
神
神
経
科
病
棟
に
現
在
勤
務
す
る
職
員
は
、
講
師
、
看
護
婦
及
び
医
療
技
術
職
員
等
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の

職
員
に
係
る
任
免
、
昇
任
、
降
任
及
び
懲
戒
に
関
す
る
権
限
は
い
ず
れ
も
東
京
大
学
長
に
あ
る
。 

四 

 



九
に
つ
い
て 

八
に
つ
い
て 

七
に
つ
い
て 

な
い
。 

精
神
神
経
科
病
棟
が
極
左
暴
力
集
団
の
宿
泊
場
所
に
利
用
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
と
聞
い
て
い
る
が
、
そ
の
実

態
に
つ
い
て
は
確
認
し
て
い
な
い
。 

精
医
連
の
主
張
す
る
医
局
講
座
制
の
解
体
、
公
選
人
事
は
、
現
行
大
学
制
度
の
基
本
と
相
容
れ
な
い
も
の
で

あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
主
張
に
積
極
的
な
意
義
が
あ
る
と
は
認
め
難
い
。 

し
か
し
な
が
ら
、
現
在
よ
う
や
く
、
病
棟
の
施
設
設
備
等
の
管
理
の
正
常
化
の
た
め
、
必
要
に
応
じ
管
理
責

任
者
が
病
棟
内
に
立
ち
入
る
体
制
が
確
保
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
今
後
右
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
な
い
よ
う
最
善
の

努
力
を
尽
く
し
て
ま
い
り
た
い
。 

五 

 



 

六 

昨
年
末
以
来
の
大
学
当
局
の
努
力
に
よ
り
、
最
近
に
至
り
、
管
理
責
任
者
に
よ
る
病
棟
へ
の
立
入
り
の
実
施

等
病
棟
管
理
の
正
常
化
の
方
向
に
向
か
つ
て
動
き
出
し
つ
つ
あ
る
。 

文
部
大
臣
は
、
去
る
三
月
六
日
、
東
京
大
学
長
を
招
致
し
、
八
年
間
も
不
正
常
な
事
態
が
続
い
た
こ
と
は
到

底
国
民
の
納
得
を
得
ら
れ
る
も
の
で
な
く
、
事
態
は
遷
延
を
許
さ
な
い
状
況
に
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
毅
然
た
る

態
度
の
下
に
全
学
を
挙
げ
て
正
常
化
に
導
く
よ
う
、
強
く
指
導
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

こ
れ
に
対
し
、
東
京
大
学
長
は
、
全
学
を
挙
げ
て
速
や
か
な
正
常
化
の
実
現
を
期
す
る
旨
の
決
意
を
表
明
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
、
適
切
な
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




